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(57)【要約】
【課題】雨水の浸入を阻止し、販売する商品が水に濡れ
る事態を回避することができる自動販売機の商品取出口
装置を提供すること。
【解決手段】商品取出口５１ｃが形成された化粧枠５１
と、商品取出口５１ｃの奥方上方部に支承され、奥方か
ら手前側に向けて漸次低くなるように傾斜した状態で商
品取出口５１ｃを閉塞するフラッパ５２とを備えたので
、商品取出口５１ｃからの雨水の浸入を阻止し、販売す
る商品が水に濡れる事態を回避できる。
【選択図】　　　　図４



(2) JP 2010-3262 A 2010.1.7

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品取出口が形成された化粧枠と、
　前記商品取出口の奥方上方部に支承され、奥方から手前側に向けて漸次低くなるように
傾斜した状態で前記商品取出口を閉塞するフラッパと
　を備えたことを特徴とする自動販売機の商品取出口装置。
【請求項２】
　前記商品取出口の天井面に商品の取出方向と交差するように下方に突出した凸条を形成
したことを特徴とする請求項１に記載の自動販売機の商品取出口装置。
【請求項３】
　前記フラッパは、幅方向中央となる後縁部に凹部を有し、一端が前記凹部に収容され、
他端が化粧枠に取り付けられた支持金具によって支持されたことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の自動販売機の商品取出口装置。
【請求項４】
　前記化粧枠は、フラッパを閉塞した状態でフラッパと当接する当接面と、該当接面の手
前側に連設され、当接面よりも傾斜が緩やかな保護面とを有することを特徴とする請求項
１～３のいずれか一つに記載の自動販売機の商品取出口装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動販売機の商品取出口装置に関し、特に新聞を販売する自動販売機の商品
取出口装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　新聞を販売する自動販売機は、前面が開口した箱状の本体キャビネットと、本体キャビ
ネットの前面開口を閉塞する外扉とを備えている。本体キャビネットには、上下方向に複
数段の棚が設けてあり、各棚には、新聞収納ラックが引き出し可能に搭載してある。新聞
収納ラックは、販売する新聞を積層した状態で収納可能であって、販売指令に対応して一
冊ずつ新聞を繰り出すようになっている。
【０００３】
　外扉は、本体キャビネットの新聞収納ラックに１対１で対応するように、上下方向に複
数の商品取出口を有している。商品取出口は、通常の状態（販売待機状態）でシャッター
により閉塞され、新聞収納ラックから新聞が繰り出されると、その新聞がシャッターを開
いて、新聞の一部が現れるようになっている。
【０００４】
　ところで、この自動販売機が販売する新聞は、水に濡れると商品価値が下がり、販売に
適さない状態となる。このため、従前の自動販売機は、屋内、または屋内に準ずる場所に
設置するものとしていた（例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
【非特許文献１】近畿車輛株式会社　「近畿車輌-新聞自動販売機-KNC-10」［平成２０年
６月１日検索］、インターネット＜URL：http://www.kinkisharyo.co.jp/ja/sanki/sa-se
ihin/sa-knc-10.htm＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、屋内、または屋内に準ずる場所にしか自動販売機を設置することができ
なければ、新聞を販売する自動販売機の普及が阻害されることになる。
【０００７】
　本発明は、上記実情に鑑みて、雨水の浸入を阻止し、販売する商品が水に濡れる事態を
回避できる自動販売機の商品取出口装置を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の請求項１に係る自動販売機の商品取出口装置は
、商品取出口が形成された化粧枠と、前記商品取出口の奥方上方部に支承され、奥方から
手前側に向けて漸次低くなるように傾斜した状態で前記商品取出口を閉塞するフラッパと
を備えたことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の請求項２に係る自動販売機の商品取出口装置は、上記請求項１において
、前記商品取出口の天井面に商品の取出方向と交差するように下方に突出した凸条を形成
したことを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明の請求項３に係る自動販売機の商品取出口装置は、上記請求項１または２
において、前記フラッパは、幅方向中央となる後縁部に凹部を有し、一端が前記凹部に収
容され、他端が化粧枠に取り付けられた支持金具によって支持されたことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の請求項４に係る自動販売機の商品取出口装置は、上記請求項１～３のい
ずれか一つにおいて、前記化粧枠は、フラッパを閉塞した状態でフラッパと当接する当接
面と、該当接面の手前側に連設され、当接面よりも傾斜が緩やかな保護面とを有すること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る自動販売機の商品取出口装置は、商品取出口が形成された化粧枠と、商品
取出口の奥方上方部に支承され、奥方から手前側に向けて漸次低くなるように傾斜した状
態で商品取出口を閉塞するフラッパとを備えたので、商品取出口からの雨水の浸入を阻止
し、販売する商品が水に濡れる事態を回避できる。
【００１３】
　また、本発明に係る自動販売機の商品取出口装置は、商品取出口の天井面に商品の取出
方向と交差するように下方に突出した凸条を形成したので、自動販売機の前面から伝った
水が凸条において滴下され、商品取出口からの雨水の浸入を阻止し、販売する商品が水に
濡れる事態を回避できる。
【００１４】
　さらに、本発明に係る自動販売機の商品取出口装置は、フラッパが、幅方向中央となる
後縁部に凹部を有し、一端が凹部に収容され、他端が化粧枠に取り付けられた支持金具に
よって支持されているので、商品取出口の幅が広い場合であっても、フラッパの幅方向中
央の撓みを抑制できる。
【００１５】
　くわえて、本発明に係る自動販売機の商品取出口装置は、化粧枠が、フラッパを閉鎖し
た状態でフラッパと当接する当接面と、当接面の手前側に連設され、当接面よりも傾斜が
緩やかな保護面とを有するので、フラッパの前縁部に指が掛かりにくくなり、いたずら等
の被害を受けにくくなった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下に添付図面を参照して、本発明に係る自動販売機の商品取出口装置の好適な実施の
形態を詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない
。
【００１７】
　図１は、本発明の実施の形態である自動販売機の商品取出口装置を適用した自動販売機
を示す正面図である。本発明の実施の形態である自動販売機の商品取出口装置を適用した
自動販売機（以下、単に「自動販売機」という）は、新聞を販売する自動販売機であって
、一台で複数種類（本実施の形態である自動販売機は最大７種類）の新聞を販売できるよ
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うになっている。
【００１８】
　自動販売機は、前面が開口した箱状の本体キャビネット１と、本体キャビネット１の前
面開口を閉塞する外扉２とを備えている。
【００１９】
　本体キャビネット１は、鋼板を適宜組み合わせたもので、上下方向に複数段の新聞収納
ラック３が引き出し可能に搭載してある（図２参照）（本実施の形態である自動販売機は
７つの新聞収納ラック３が搭載してある。）。新聞収納ラック３は、販売する新聞を長手
方向が自動販売機の幅方向となるように積載した状態で収納可能であって、同一種類の新
聞を積載した状態で収納するようになっている。また、新聞収納ラック３は、販売指令に
したがって新聞を短手方向に一冊ずつ繰り出し、搬出するようになっている。
【００２０】
　外扉２は、鋼板を適宜組み合わせたもので、本体キャビネット１の左側縁に支承してあ
る。外扉２の右側中程には、ハンドルロック２１が配設してあり、外扉２を閉塞した状態
で施錠可能となっている。
【００２１】
　また、外扉２の右側には、硬貨投入口２２、紙幣挿入口２３、電子マネー受付部２４、
一体表示器２５、返却レバー２６、返却口２７が配設してある。硬貨投入口２２は、硬貨
を受け付けるための開口であって、硬貨投入口２２から投入された硬貨は、外扉２の背面
内側に配設したコインメカニズム（硬貨処理装置）（図示せず）に収容されるようになっ
ている。紙幣挿入口２３は、紙幣を受け付けるための開口であって、紙幣挿入口２３から
挿入された紙幣は、外扉２の背面内側に配設したビルバリデータ（紙幣処理装置）（図示
せず）に収容されるようになっている。電子マネー受付部２４は、電子マネーがチャージ
されたカード等の記録媒体を受け付ける部分であって、記録媒体がかざされると、記録媒
体との間で電子マネーデータを送受信することにより、対価を収受するようになっている
。一体表示器２５は、販売中、釣り銭切れ、投入金額、お札禁止等の各種情報を表示する
ためのものである。返却レバー２６は、取引の中断を指示するためのものであって、返却
レバー２６が操作されると、取引が中断され、釣り銭等を返却口２７に放出するようにな
っている。
【００２２】
　また、外扉２には、表示選択装置４と商品取出口装置５とが上下方向に複数設けてある
（本実施の形態である自動販売機は７つの表示選択装置４と７つの商品取出口装置５とが
設けてある）。表示選択装置４と商品取出口装置５とは、１対１の関係を有しており、本
体キャビネット１に搭載した新聞収納ラック３と対応するように設けてある。
【００２３】
　表示選択装置４は、新聞の紙名（朝刊、夕刊の別を含む）が記載されたプレート４１と
、プレート４１に記載された新聞を選択する選択ボタン４２とを有している。プレート４
１は、外扉２の背面に装着してあり、外扉２を開放した状態で入れ替え可能となっている
。選択ボタン４２は、例えば、点灯可能な押しボタンスイッチで構成してあり、選択可能
な場合に点灯し、選択された場合には一定時間点滅するように制御される。なお、最上段
の表示選択装置４には、上方に隣接する展示部４３が設けてある。展示部４３には、透明
なパネル４３ａが嵌め込んであり、注目記事が掲載された新聞を展示できるようになって
いる。
【００２４】
　商品取出口装置５は、図２に示すように、新聞収納ラック３から搬出された新聞を取り
出すためのものである。商品取出口装置５は、図３に示すように、前面の一部が外扉２の
前面に露出する化粧枠５１を備えている。図３に示すように、化粧枠５１は、自動販売機
の幅方向に幅広となる合成樹脂製の枠体であって、枠部５１ａと凸部５１ｂとを有してい
る。枠部５１ａは、外扉２に取り付けられ、前面が外扉２の背面に密着するようになって
おり、外形が略矩形であって、奥行き方向に厚みを有している。凸部５１ｂは、外扉２の
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前面に露出する部分であって、外形が略矩形であって、奥行き方向に外扉２の厚みと同一
の厚みを有している。したがって、化粧枠５１を外扉２に取り付けた場合に凸部５１ｂの
前面と外扉２の前面とが面一になる。
【００２５】
　図３及び図４に示すように、化粧枠５１には、商品取出口５１ｃが形成してある。商品
取出口５１ｃは、新聞を取り出すための開口であって、化粧枠５１の枠部５１ａと凸部５
１ｂ、すなわち、化粧枠５１を貫通するように形成してある。商品取出口５１ｃは、正面
視矩形に形成してあり、その開口幅は、新聞が通るように、新聞の長手方向の長さと略同
一となるように形成してある。
【００２６】
　図４に示すように、商品取出口５１ｃは、奥方が低く手前側が高くなるように形成した
階段状の天井面５１ｃ１を有しており、その境界部分には、新聞の取出方向と交差するよ
うに、下方に突出した凸条５１ｃ２が形成してある。凸条５１ｃ２は、外扉２を伝った雨
水などの伝い水を滴下させるためのもので、天井面５１ｃ１の最下位置となるように形成
してある。
【００２７】
　また、図４に示すように、商品取出口５１ｃは、曲面５１ｃ３と平面５１ｃ４とが連設
された底面を有している。曲面５１ｃ３は、新聞の先端をスムーズに導くためのもので、
奥方から手前側（平面端部）に向けて漸次高くなるように形成してある。平面５１ｃ４は
、水切り性の向上を意図したもので、奥方（曲面端部）から手前側に向けて漸次低くなる
ように、傾斜している。
【００２８】
　また、図４に示すように、商品取出口５１ｃの奥方上方部には、フラッパ５２が支承し
てある。フラッパ５２は、奥方から手前側に向けて漸次低くなるように傾斜した状態で商
品取出口５１ｃを閉塞するもので、フラッパ５２が商品取出口５１ｃを閉塞した状態で、
フラッパ５２の手前側端部が化粧枠５１の凸部５１ｂから突出するようになっている。フ
ラッパ５２は、透明な合成樹脂の板状体で構成してある。図４及び図５に示すように、フ
ラッパ５２は、後縁部が厚く形成してあり、図５に示すように、両端に側縁から突出する
軸部５２ａが形成してある。両端に形成した軸部５２ａは、商品取出口５１ｃの奥方上方
部にフラッパ５２が支承されるように、商品取出口５１ｃの側面にそれぞれ設けた軸受部
（図示せず）にそれぞれ支承されている。
【００２９】
　また、図４及び図５に示すように、フラッパ５２は、幅方向中央部となる後縁部に凹部
５２ｂを有している。凹部５２ｂは、フラッパ５２を支えるためのもので、断面視半円筒
形に形成してある。図４に示すように、フラッパ５２は、一端５３ａが凹部５２ｂに収容
され、他端５３ｂが化粧枠５１に取り付けられた支持金具５３によって支持されている。
支持金具５３は、板状体をＬの字状に折り曲げることにより、形成したもので、図６に示
すように、他端５３ｂは、ねじ５４によって化粧枠５１に取り付けられている。
【００３０】
　上述した自動販売機の商品取出口装置５は、販売待機時に、図４に示すように、フラッ
パ５２が奥方から手前側に傾斜した状態で商品取出口５１ｃを閉塞している。そして、硬
貨投入口２２等から対価が収受され、新聞が選択されると、自動販売機は、選択された新
聞が収納されている新聞収納ラック３に販売指令が出力され、新聞収納ラック３は、新聞
を繰り出し、搬出する。
【００３１】
　新聞収納ラック３から搬出された新聞は、自動販売機の商品取出口装置５において、フ
ラッパ５２を押し開け、商品取出口５１ｃから商品の一部が現れる。この状態になると、
新聞は利用者によって取り出し可能である。ここで、利用者が新聞を取り出すと、フラッ
パ５２は自重によって商品取出口５１ｃを閉塞し、待機状態となる。
【００３２】
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　上述した自動販売機の商品取出口装置５によれば、商品取出口５１ｃが形成された化粧
枠５１と、商品取出口５１ｃの奥方上方部に支承され、奥方から手前側に向けて漸次低く
なるように傾斜した状態で商品取出口５１ｃを閉塞するフラッパ５２とを備えたので、商
品取出口５１ｃからの雨水の浸入を阻止し、販売する新聞が水に濡れる事態を回避できる
。
【００３３】
　また、商品取出口５１ｃの天井面５１ｃ１に商品の取出方向と交差するように下方に突
出した凸条５１ｃ２を形成したので、自動販売機の前面から伝った水が凸条５１ｃ２にお
いて滴下され、商品取出口５１ｃからの雨水の浸入を阻止し、販売する新聞が水に濡れる
事態を回避できる。
【００３４】
　さらに、フラッパ５２が、幅方向中央となる後縁部に凹部５２ｂを有し、一端５３ａが
凹部５２ｂに収容され、他端５３ｂが化粧枠５１に取り付けられた支持金具５３によって
支持されているので、商品取出口５１ｃの幅が広い場合であっても、フラッパ５２の幅方
向中央の撓みを抑制できる。
【００３５】
　ところで、上述した自動販売機の商品取出口装置５において、化粧枠５１に形成した商
品取出口５１ｃの階段状の天井面５１ｃ１の境界部分に凸条５１ｃ２を設けるものとした
が、図７に示すように、天井面１５１ｃ１を平面とし、任意の位置（例えば、図７に示す
ように、化粧枠の前面に沿う位置）に凸条１５１ｃ２を設けてもよい。
【００３６】
　また、上述した自動販売機の商品取出口装置５において、フラッパ５２が商品取出口５
１ｃを閉塞した状態で、フラッパ５２の手前側端部が化粧枠５１の凸部５１ｂから突出す
るようにしたが、図７に示すように、フラッパ１５２が商品取出口１５１ｃを閉塞した状
態で、フラッパ１５２の手前側端部が化粧枠１５１の内部に収められるようにしてもよい
。この場合に、商品取出口１５１ｃの底面は、図７に示すように、フラッパ１５２を閉塞
した状態でフラッパ１５２と当接する当接面１５１ｃ５と、当接面１５１ｃ５の手前側に
連設され、当接面１５１ｃ５よりも傾斜が緩やかな保護面１５１ｃ６とを有することが好
ましい。当接面１５１ｃ５の手前側に当接面１５１ｃ５よりも傾斜が緩やかな保護面１５
１ｃ６を有すれば、フラッパ１５２が閉塞した状態でフラッパ１５２の前縁部に指が掛か
りにくくなり、いたずら等の被害を受けにくくなる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施の形態である自動販売機の商品取出口装置を適用した自動販売機を
示す正面図である。
【図２】商品取出口装置と新聞収納ラックとの関係を示す斜視図である。
【図３】商品取出口装置の詳細を示す斜視図である。
【図４】商品取出口装置の詳細を示す側断面図である。
【図５】フラッパを示す斜視図である。
【図６】フラッパとフラッパを支持する支持金具とを示す斜視図である。
【図７】商品取出口装置の詳細を示す側断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　本体キャビネット
　２　　外扉
　３　　新聞収納ラック
　４　　表示選択装置
　４１　　プレート
　４２　　選択ボタン
　４３　　展示部
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　４３ａ　　パネル
　５　　商品取出口装置
　５１　　化粧枠
　５１ａ　　枠部
　５１ｂ　　凸部
　５１ｃ　　商品取出口
　５１ｃ１　　天井面
　５１ｃ２　　凸条
　５１ｃ３　　曲面
　５１ｃ４　　平面
　５２　　フラッパ
　５２ａ　　軸部
　５２ｂ　　凹部
　５３　　支持金具
　５３ａ　　一端
　５３ｂ　　他端
　１５１　　化粧枠
　１５１ｃ　　商品取出口
　１５１ｃ１　　天井面
　１５１ｃ２　　凸条
　１５１ｃ５　　当接面
　１５１ｃ６　　保護面
　１５２　　フラッパ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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